
 

 建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項 

 
建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっては、必ず次の記載内容を理解し

たうえでお申出ください。 

 
１）本協会では、建築士事務所の業務に関する建築主その他の関係者からの苦情解決のお手伝いを

しています。 
２）この苦情解決業務は、建築士法第２７条の５の規定の範囲内で行います。 
３）本協会の立場は「紛争解決について裁定を下す」ことではなく「相談に応じ、当事者間の解決

が円滑に行われるよう中立的立場で側面から助言する」ことにあります。 
４）この苦情解決業務は、当事者双方に対して「強制力」「裁定」「行政上の処分」権限を有する

ものではありません。「苦情解決」実現のためには双方の「歩み寄り」が前提となります。 
５）申出にあたっては、「３．個人情報等の取り扱いについて」の内容に対する同意が必要です。 

 
１．苦情解決業務について 

苦情解決業務は建築主等と建築士事務所の話し合いを促進するものです。本協会が建築主等の代

理人として建築士事務所と交渉したり、建築士事務所に対して一定の行為を命令したりすること

はできません。現実的な解決が図られるよう当事者の歩み寄りが求められます。 
１）相談 

   ①建築主等からの建築士事務所に対する苦情内容の事情を把握し、それらの事項についての対応

方法等について必要なことを助言いたします。また、対象となる建築士事務所の開設者に対し

てその苦情内容を通知してその迅速な処理を求めます。 
  ②苦情解決について必要があると認められる場合は、対象となる建築士事務所の開設者に対し、

文書もしくは口頭による説明を求め、または資料の提出を求めることがあります。 
  ③建築物の調査・鑑定業務は、本協会としては行うことができませんが、建築物の調査・鑑定業

務を行うにふさわしい建築士事務所の選定についてはご相談に応じます。 
＊建築物の調査・鑑定業務は業務依頼主と建築士事務所が建築物の調査内容等の業務依頼事項及び

業務報酬を確定し、業務委託契約を締結したうえで建築士事務所が業務を行うことになります。 
２）あっ旋 

    ①建築主等と建築士事務所との話し合いが進まない場合に、双方があっ旋を希望することにより、

当事者間の自主的な解決を促進するため当事者間に入って解決のために側面から支援します。 
②申出の内容が建築士事務所業務の技術的事項で解決の可能性があるものに限られます。 
③申出人があっ旋を希望しても、対象となる建築士事務所があっ旋を希望しない場合は、あっ旋

は行えません。 
 
２．本協会で取り扱わない苦情及び苦情解決業務の終了について 

    次に掲げる事項に該当する場合または該当することが判明した場合は本協会では受付を行わないか

あるいは苦情解決業務を終了いたしますので予めご了承ください。 
1）申出人が苦情の申出を取り下げたとき 
2）申出人が建築主等以外の者であるとき 

  3）申出内容が建築士事務所が行った業務に関するものでないとき 
4）申出内容が他の相談機関もしくは行政機関で対応することが適切であるとき 

  5）申出内容が申出人の法令違反に関連するものであるとき 
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